
短期入所系サービスに係る改定事項について
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１.（６）② 身体的拘束等の適正化の推進②

単位数 【短期入所系サービス★、多機能系サービス★】

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

※ 平成 18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービス
毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、短期入所系・多機能系サービスは所定単位数か
ら平均して９単位程度/日の減算となる。

算定要件等

○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録すること

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を
周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追加
する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又は
集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求め
る。

2



概要 【短期入所系サービス★、施設系サービス】

○ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で
生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額（居住費）を60円/日引き上げる。【告示改正】

○ 基準費用額（居住費）を下記のとおり見直す。

○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者については、
負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。

５．⑦ 基準費用額（居住費）の見直し

単位数

【基準費用額（居住費）】
＜現行＞ ＜改定後＞

多床室（特養等） 855円 915円

多床室（老健・医療院等） 377円 437円

従来型個室（特養等） 1,171円 1,231円

従来型個室（老健・医療院等） 1,668円 1,728円

ユニット型個室的多床室 1,668円 1,728円

ユニット型個室 2,006円 2,066円
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＋

○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介
護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。（新設）

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対
応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

必要に応じ
て相談

２.（１）⑮ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

概要
【訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護】

○ 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応
型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実
施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。
【告示改正】

単位数

＜現行＞
なし

＜改定後＞
口腔連携強化加算 50単位/回（新設）
※１月に１回に限り算定可能

算定要件等

看護師、リハビリテーション専門職、介護職員等

情報提供

介護支援専門員
連携歯科医療機関

訪問系サービス、短期入所系サービス事業者

口腔の健康
状態の評価

歯科医療機関

4



２.（２）③ ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

概要 【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】

○ ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講する
よう努めなければならないこととする。【省令改正】
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３.（３）⑩ユニット間の勤務制に係る取扱いの明確化

概要 【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】

○ ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、よ
り良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務
が可能であることを明確化する。【通知改正】
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短期入所生活介護に係る改定事項について
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４.（１）③ 短期入所生活介護における長期利用の適正化
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概要 【短期入所生活介護★】

○ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービス
の目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図る
こととする。【告示改正】

単位数

○ 短期入所生活介護
＜改定後＞

※ 長期利用について、介護福祉施設サービス費の単位数と同単位数とする。（併設型は、すでに長期利用者に対する減算に
よって介護福祉施設サービス費以下の単位数となっていることから、さらなる単位数の減は行わない。）

○ 介護予防短期入所生活介護（新設）
＜改定後＞
要支援１ （ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について（ユニット型）介護福祉施設サービス費の

要介護１の単位数の100分の75に相当する単位数を算定する。

要支援２ （ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について（ユニット型）介護福祉施設サービス費の
要介護１の単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。

算定要件等

○短期入所生活介護 連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者
○介護予防短期入所生活介護 連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者

（要介護３の場合） 単独型 併設型 単独型ユニット型 併設型ユニット型

基本報酬 787単位 745単位 891単位 847単位

長期利用者減算適用後
（31日～60日）

757単位 715単位 861単位 817単位

長期利用の適正化
（61日以降）（新設）

732単位 715単位 815単位 815単位

（参考）介護老人福祉施設 732単位 815単位



短期入所療養介護に係る改定事項について
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概要 【短期入所療養介護★、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担（月額
８千円相当）を導入する。【告示改正】

４.（１）⑨ 多床室の室料負担

単位数

算定要件等

○ 以下の多床室（いずれも８㎡/人以上に限る。）の入所者について、基本報酬から室料相当額を減算し、利用者負
担を求めることとする。（新設）

• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

○ ただし、基準費用額（居住費）を増額することで、利用者負担第１～３段階の者については、補足給付により利
用者負担を増加させない。

＜現行＞

なし

＜改定後＞
該当する施設の多床室について、室料相当額減算として▲26単位/日（新設）
該当する施設の多床室における基準費用額（居住費）について＋260円/日（新設）

【短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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概要 【短期入所療養介護★、介護老人保健施設】

○ 令和３年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配
置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設（ユニット型を除く。）及び短期入所療養介護の夜間の配置基準につい
て、見直しを行う。【告示改正】

３.（２）⑤ 介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の
夜間における人員配置基準の緩和

（要件）
・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること
・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること（※）

○見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜
勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会（具体的要件①）において、安全体制やケアの質
の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

配置
人員数

２人以上

利用者等の数が40以下で、緊急時の連絡体
制を常時整備している場合は１人以上

※安全体制の確保の具体的要件
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等）
④機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

配置
人員数

1.6人以上

利用者等の数が40以下で、緊急時の連絡体
制を常時整備している場合は１人以上

算定要件等

○ １日あたりの配置人員数を現行２人以上としているところ、要件を満たす場合は 1.6人以上とする。ただし、配
置人員数は常時１人以上配置することとする。

＜現行＞ ＜改定後＞
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１.（３）③ 総合医学管理加算の見直し

概要 【短期入所療養介護★】

○ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の
受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的
とするものについては同加算の対象とする。

イ 算定日数について７日を限度としているところ、10日間を限度とする。

単位数

＜現行＞
総合医学管理加算 275単位/日

＜改定後＞
変更なし

算定要件等

<現行>
１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定
める基準に従い、居宅サービス計画において計
画的に行うこととなっていない指定短期入所療
養介護を行った場合に、７日を限度として１日
につき所定単位数を加算する。

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

<改定後>
１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定め
る基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合
に、10日を限度として１日につき所定単位数を加
算する。

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
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